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災害時の福祉支援体制の整備について 

 

 

近年、東日本大震災や熊本地震、台風による土砂災害など、多くの自然災害が

発生し、各地に甚大な被害をもたらしている。 

こうした災害を受け、高齢者や障害者、子どものほか、傷病者等といった地域

の災害時要配慮者が、避難所等において、長期間の避難生活を余儀なくされ、必

要な支援が行われない結果、生活機能の低下や要介護度の重度化などの二次被害

が生じている場合もある。 

これらの者が、避難生活終了後、安定的な日常生活へと円滑に移行するために

は、避難生活の早期の段階から、その福祉ニーズを的確に把握するとともに、可

能な限りそのニーズに対応し、生活機能の維持を支援していく体制の構築が喫緊

の課題となっている。 

これまで、一部の都道府県においては、こうした観点から先進的な取組が進め
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られているところであるが、全国において、このような災害時における緊急一時

的な福祉支援体制の構築を一層推進するため、各都道府県が取り組むべき基本的

な内容について、別添のとおり、「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイド

ライン」を策定したので、各都道府県におかれては、本ガイドラインを参考に、

地域の実情にあった災害時の福祉支援体制の構築に努めるとともに、管内市区町

村や関係団体等に対し、周知を図られたい。 

なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の４第１項の規

定に基づく技術的助言として発出するものであることを申し添える。   
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（別添） 

 

災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン  

 

 

１．各都道府県における災害福祉支援ネットワーク構築の目的について 

被災地では、既存の福祉サービス事業者や保健医療福祉の関係者、NPO 法人、

ボランティア団体等の多くの関係者による支援や社会福祉施設等における事

業継続に向けた取組が行われるが、都道府県においては、災害発生時に高齢者

や障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（以下「要配慮者」という。）

の福祉ニーズに的確に対応し、生活機能の低下等の防止を図りつつ、一日でも

早く安定的な日常生活へと移行できるよう、必要な支援を行うことが求められ

ている。 

このため、各都道府県は、避難所（指定一般避難所及び指定福祉避難所並び

に協定による福祉避難所又は協定・届出避難所も含まれる。）に避難する要配

慮者に対する福祉支援を行う災害派遣福祉チーム（以下「チーム」という。）

を組成し、これを派遣することや被災地の状況に応じて在宅及び自家用車（以

下「在宅等」という。）並びに被災した社会福祉施設等その他地域で生活する

要配慮者のもとへチームを派遣すること等により、必要な支援体制を確保する

ことを目的として、都道府県、社会福祉協議会や社会福祉施設等関係団体など

の官民協働による「災害福祉支援ネットワーク」（以下「ネットワーク」とい

う。）を構築するものとする。 

また、ネットワークは、都道府県を中心に、政令指定都市、中核市を含め、

管内市区町村の協力を得て、一元的な都道府県内のネットワークの構築を図る

ものとする。 

 

２．各都道府県におけるネットワーク主管部局の選定について 

各都道府県は、ネットワークの企画、運営及び庁内関係部局や関係団体等と

の連絡調整を円滑に行うため、災害福祉支援ネットワーク主管部局（以下「主

管部局」という。）を定めること。 
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なお、都道府県庁内の体制整備に当たっては、災害発生時に都道府県や市区

町村が設置する災害対策本部や「大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制

の強化について」（令和７年３月 31 日付厚生労働省大臣官房厚生科学課長・関

係部局長連名通知。以下「連名通知」という。）に基づき設置される保健医療

福祉調整本部との連携の在り方についても併せて整理を行っておくこと。  

 

３．平時におけるネットワーク事務局の設置等について 

（１）ネットワーク事務局の設置 

主管部局は、直接又は都道府県社会福祉協議会等の関係団体との協定の締

結等により、ネットワークの運営に係る事務処理を行うネットワーク事務局

（以下「事務局」という。）を設置するとともに、必要に応じて設置等の規

定を整備すること。 

また、事務局を設置した場合には、管内市区町村を始めとする関係者に対

して、その連絡先及びネットワークの活動内容等について広く周知を図るこ

と。 

 

（２）ネットワークの構成員 

事務局は、チームを円滑に組成し、活動をさせるため、各都道府県の実情

に応じて、次に掲げる者等を構成員として選定し、ネットワーク会議を組織

すること。 

① 主管部局及び都道府県防災部局、保健医療部局 

② 都道府県社会福祉協議会 

③ 社会福祉施設等関係団体 

④ 福祉職による職能団体 

⑤ 保健医療関係者及び関係団体 

⑥ 都道府県民生委員児童委員協議会 

こうした構成員に加え、市区町村の関係者、当事者団体、ボランティア団

体及び災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 33 条の２に規定する被

災者援護協力団体として登録された団体並びに専門性を有する NPO法人やボ

ランティア団体等の様々な担い手の活動調整や情報共有等のコーディネー
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トを行ういわゆる「災害中間支援組織」等地域の実情に応じた多様な社会資

源の参画を求めることも考えられること。  

また、ネットワーク会議において、災害時の協力方針等を定めておくこと。 

なお、ネットワーク会議を組織するに当たっては、既存の会議体に、分科

会を設置する又は審議事項を追加するなどの方法も考えられること。  

 

（３）平時における災害福祉支援ネットワークの活動内容  

事務局は、構成員の出席の下、ネットワーク会議を開催し、災害発生時に

円滑な活動が行えるよう、次に掲げる内容について協議を行い、業務フロー

を整理しておくこと。 

なお、ネットワークの活動内容の検討に当たっては、関係団体等が行って

いる既存の取組を事前に把握し、ネットワークの活動と、これらの取組の役

割分担・連携が十分に図られるようにすること。 

① チームの組成の方法、災害時のチームの活動内容等 

ア ネットワークに参画する社会福祉施設等関係団体等と連携し、チーム

を構成する人員の推薦を募り、また、必要に応じて地方公共団体や社会

福祉施設等関係団体等を退職した職員等一定の知見を有すると考えら

れる層からの人材確保も検討し、これらをチーム登録者名簿として整理

しておくこと。 

なお、社会福祉施設等関係団体との間で、個人情報の取扱いに留意の

上で協定を締結し、社会福祉施設等関係団体や法人においてチーム登録

者名簿を管理する方法も考えられること。  

イ チームの組成に当たっては、要配慮者の多様な福祉ニーズに対応する

必要があり、発災初期の情報収集等の活動を中心に支援に当たる場合も

想定されるなど、派遣する時期による役割の違いや、避難所や在宅等、

社会福祉施設等の派遣先の違いも念頭に置きつつ、社会福祉士等の相談

援助職や介護福祉士等の介護職等、事務局職員を含む事務職等の職種構

成のバランスにも配慮すること。 

ウ チームの派遣が複数回に亘る可能性があることを踏まえ、４～６名の

チームを複数編成できるようにしておくほか、派遣先に対してどのよう
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な順番でチームを派遣するか等についても併せて検討しておくこと。  

エ チームの派遣時期は、災害発生後の初期段階から概ね１か月間程度ま

でを、１チーム当たりの派遣期間は、派遣元施設等の負担も考慮し、５

日間程度を目安に、具体的な取扱いについて定めておくこと。  

オ チームの名称については、本通知において「災害派遣福祉チーム」を

正式名称とするが、これとは別に、地域住民に親しみやすい呼称やその

役割を理解しやすい呼称を設定することも考えられること。  

カ 夜間・休日を含め、チーム登録者への連絡体制を整備しておくこと。 

キ 社会福祉法人については、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 24

条第２項に基づき、「地域における公益的な取組」を実施する責務が課

されていることから、当該取組の一環として、ネットワークに積極的に

関与し、チームへの人員の登録とともに、事務局への協力、災害時のチ

ーム員の派遣を通じた支援活動等を積極的に行うよう協力を求めるこ

と。 

② チームの派遣決定及び情報収集の方法  

ア  チームの派遣の要否に係る意思決定の主体や方法を整理しておくこ

と。 

イ チームの派遣の要否を判断するためには、まずは災害による被害の規

模や要配慮者のニーズ、避難所の設置状況等の実情を把握することが必

要であることから、それらの情報収集の内容・方法、連絡調整を行うた

めの窓口となる主管部局についても整理しておくこと。  

ウ 「在宅・車中泊避難者等の支援の手引き」（令和６年６月内閣府（防

災担当））においては、支援対象者の状況把握の主体の例が整理されて

いることから、こうした例も参考にしつつ、防災部局や保健医療部局と

も連携の上、状況把握を行う主体と方法について、市区町村が担う範囲

や福祉サービス事業者が対応する範囲等の役割分担や、市区町村からの

避難行動要支援者名簿の共有方法も含め、平時から取扱いを定めておく

こと。 

③ 災害時における構成員の役割分担 

チームの円滑な活動のため、災害発生時に、ネットワークに参画する構
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成員に求める役割や協力の内容等について、整理しておくこと。 

④ 災害時における本部体制の構築 

ア 災害発生時に設置するネットワーク本部（以下「本部」という。）で

責任者となる予定の者をあらかじめ指名しておくとともに、情報の集約

及びチームの派遣調整、指揮命令等を行う本部の体制の在り方を検討し

ておくこと。 

イ 事務局を本部へと改組する場合には、災害の規模によっては事務処理

に支障が生じるおそれもあることから、あらかじめ構成員との協定の締

結等により、災害発生時に必要な人員体制を適切に確保できるようにし

ておくなど、本部の体制強化の方法についても併せて検討しておくこと。 

⑤ 費用負担 

チームの派遣に当たっては、チーム員の活動に係る人件費、旅費及び宿

泊費等の費用が発生することから、当該費用負担の在り方について検討し

ておくこと。 

なお、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）が適用される災害の場合に

は、同法に基づく経費として災害救助費の対象となる場合も考えられるの

で、都道府県防災担当部局とも事前に十分に相談しておくこと。  

⑥ 保健医療関係者との連携 

チームの活動が円滑となるよう、災害派遣医療チーム（ DMAT）や保健師

等チーム、災害派遣精神医療チーム（ DPAT）、災害時健康危機管理支援チ

ーム（DHEAT）等との情報共有の方法、連携の内容等について、検討して

おくこと。 

その際、連名通知を踏まえ、情報共有の連携をはじめとした連携体制の

構築、強化を図ること。 

特に、チームが避難所や在宅等その他地域で支援を行う際には、保健師

等チームと一緒に支援に当たることも想定されるため、情報共有の方法、

連携の内容等を入念に確認しておくこと。  

⑦ 研修・訓練 

災害時において求められる心構えや行動、多様な福祉ニーズへの応用的

な対応等チームの活動内容について、一定以上の水準を確保する観点から、
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チーム員に対する研修・訓練の実施に努めること。なお、研修・訓練の実

施に当たっては、学識経験者、災害の対応経験を有する者からの意見聴取、

保健医療関係者の参画などにより内容を充実させる方法を検討すること。 

⑧ 受援体制の構築 

自らが被災した場合に備え、他の地域のチームや、福祉以外の関連領域

の専門職、NPO、ボランティア等の民間団体等による多様な支援活動が円

滑に受け入れられるよう、３の（３）の②により収集した情報に基づき、

活動場所に係る情報提供や団体間の活動内容の調整を行うなど、必要な受

援体制の在り方について検討しておくこと。  

⑨ 住民に対する広報・啓発 

住民に対し、チームの活動内容について周知を図ること。  

また、災害時の協力関係の醸成、活動環境の整備を図るためには、地域

の防災訓練へのチームの参加等、地域とチームとが共に活動する機会を確

保することが重要であること。 

⑩ 事務局・本部機能の強化 

発災時にチームが円滑に活動するためには、消耗品や通信機器の確保、

現地までの移動ルートの確認、チーム員の派遣場所の調整、都道府県災害

対策本部や保健医療福祉調整本部との連携等の対応も重要となることか

ら、本部機能が十分発揮されるよう、平時より事務局・本部機能の強化に

努めること。 

 

４．災害発生時における活動内容等について 

（１）本部の機能・役割 

① 本部の設置 

主管部局は、一定期間、避難所の設置の継続を要する規模の災害が発生

した場合、事務局と調整し、速やかに本部を立ち上げること。  

また、都道府県災害対策本部や市区町村災害対策本部、保健医療福祉調

整本部、関係団体等からの情報収集又は本部及びチームの人員による現地

視察等により、被害の規模や避難所の設置状況、要配慮者に対する支援の

実施状況、物資供給の状況等について情報収集を行うこと。  
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② チームの派遣要否の検討 

本部は、ネットワーク会議の招集などにより、構成員との間で収集した

情報を共有し、必要に応じ被災市区町村とも連絡・調整の上、チーム派遣

の要否について検討を行うこと。 

その結果、チーム派遣の可能性がある場合には、初動チーム（被災地の

情報収集や他の保健医療福祉関係者との関係構築を担う発災初期の支援

に当たるために必要となるチームを指し、概ね発災後 72 時間以内に派遣

の調整を行い、調整でき次第速やかに派遣する。後続のチームが到着する

までの間は支援を行うことも想定される。）のチーム員に待機を指示する

こと。 

なお、ネットワーク会議の開催に当たって、構成員の招集が困難な場合

には、電子メールその他の多様なネットワークサービス等の活用により、

臨機応変に対応すること。 

③ チームの派遣決定 

本部は、保健医療福祉調整本部からの要請、被災市区町村からの依頼、

本部が把握した情報又は災害時保健医療福祉活動支援システム（ D24H）か

らの情報に基づき、チームの派遣の必要性が認められた場合、状況に応じ

て保健所に設置される保健医療福祉調整地域本部からの要請も踏まえな

がら派遣対象となる避難所、在宅等及び社会福祉施設等その他地域のリス

トを作成するとともに、当該避難所等ごとに、派遣するチームのリスト、

各チームの派遣可能期間等を取りまとめ、３の（３）の①及び②に基づき

あらかじめ定められた手順に従って派遣を決定し、派遣に向けた調整を行

うこと。 

④ 活動計画の策定 

本部は、チームの派遣決定を行う場合には、現地視察等により、被災地

域の実情を把握するチーム員等の協力を得て、派遣回数や派遣先、活動内

容等に関する活動計画を策定し、ネットワークの構成員間で共有すること。 

なお、活動計画の策定に当たっては、発災後から復旧期の支援が復興期

以降の地域の在り方にも影響する場合があることから、被災地域の自立性

を損なうことのないよう、被災市町村ともよく連携し、派遣の終了段階に
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おいて、チームから被災地域における社会資源による活動への橋渡しが円

滑に行われることを目標とすること。 

また、活動計画の内容は、チームからの活動の実施状況についての報告

を受け、必要に応じて見直しを行うこと。  

⑤ チームの活動支援 

本部は、チームの活動期間中、チームに対する必要な指揮命令を行うと

ともに、必要な情報及び物資の提供、都道府県災害対策本部等との調整そ

の他の後方支援を行うこと。 

⑥ チームの派遣終了の決定 

本部は、派遣したチームからの報告や地域の社会資源の復旧の状況、関

係団体の活動状況等を勘案し、保健医療福祉調整本部からの要請を踏まえ、

被災市区町村及び避難所の管理者等と協議の上、チームの派遣終了を決定

すること。 

なお、派遣終了に当たっては、被災地域の自立性を尊重する観点から、

当該地域における社会資源による活動への橋渡しが円滑に行われるよう、

配慮すること。 

⑦ 活動終了後の振り返り等 

本部又は事務局は、チームの活動終了後、派遣されたチーム員を招集し、

活動の振り返りを行うとともに、そこでの成果や課題を他のチーム員やネ

ットワークの構成員等の間で共有すること。 

 

（２）チームの活動内容 

チームは、避難所、在宅等及び社会福祉施設等その他地域において、要配

慮者に対し、主に次に掲げる活動を行うこと。  

なお、チームの活動に当たっては、要配慮者に安心感を与えるため、災害

派遣福祉チーム等の名称を記したビブス等の着用により、都道府県を中心と

した活動であることが外形上明確になることが望ましいものであること。  

① 要配慮者情報の収集 

発災後初期の段階において、都道府県災害対策本部や保健医療福祉調整

本部が有する情報の確認や巡回を通じて、要配慮者や観察が必要な者がい
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るか把握し、今後の支援の必要性を判断するための情報を収集すること。

その際、要配慮者の個人情報を取得するときは、その利用目的を本人又は

その家族等に通知又は公表した上で、支援に関わる第三者へ提供する場合

があることについてあらかじめ同意を得るように努めること。  

なお、チームによる状況確認を行う範囲については、把握している情報

を踏まえて現地確認や聞取り等を行う必要がある者へ重点的に行うよう

な対応を前提とすることも含め、地域の実情に応じて検討すること。  

② 指定福祉避難所等への誘導 

避難所（指定福祉避難所及び協定による福祉避難所を除く。以下本項に

おいて同じ。）、在宅等及び社会福祉施設等その他地域において要配慮者へ

スクリーニングを行った結果、必要な支援を行うことが著しく困難な者が

いる場合には、必要に応じて当該避難所等の管理者等とも協議の上、要配

慮者の理解を十分に得て、必要な体制が確保されている指定福祉避難所や

協定による福祉避難所、社会福祉施設等への誘導を行うこと。その際、必

要に応じて誘導先の生活環境の確認を行うこと。  

③ 要配慮者へのアセスメント 

避難所、在宅等及び社会福祉施設等その他地域において要配慮者に必要

な支援の内容を把握するとともに、適切な環境の確保を図りつつ、必要な

支援を行うため、その家族構成や要介護度、病歴、服薬の状況その他の日

常生活上の留意事項等に関するアセスメントを実施すること。  

ただし、社会福祉施設等において要配慮者のフェイスシートを有してい

る場合には既存のものを活用することが考えられ、また、既に DMA や保健

師等チーム、DPAT 等がアセスメントを実施している場合などは、要配慮者

に対するアセスメントの内容が重複することにより、その負担を増大させ

ることのないよう、事前に関係者間で把握しなければならない事項の情報

共有・調整を行い、状況によっては一緒にアセスメントを行うことも検討

すること。 

④ 日常生活上の支援 

ア 要配慮者の避難生活に伴う生活機能の低下等の二次被害を防止し、安

定的な避難生活が確保されるよう、被災者一人ひとりの被災状況や生活
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状況に応じて食事、排せつ、入浴の介助等の日常生活上の支援を行うこ

と。 

イ  要配慮者が避難生活後の自立した生活に円滑に移行できるようにす

るため、過度な支援を行うことのないよう、必要に応じチームにおいて

ケース会議を実施すること等により、支援対象者ごとに必要な支援内容

を検討・検証すること。 

ウ 被災に伴う生活不活発病予防のための体操や散歩、乳幼児等への支援

など、要配慮者の状況を踏まえた幅広い支援に他の保健医療福祉関係者

とも連携しながら取り組むこと。特に、車中泊をしている要配慮者の避

難者に対しては、エコノミークラス症候群に注意すること。  

エ 原則として、社会福祉施設等において、福祉各法によるサービス提供

を行う職員の代替としての支援は想定していないので留意すること。  

⑤ 相談支援 

災害発生からの時間の経過に応じ、要配慮者の福祉ニーズは変化してい

くことが見込まれることから、これらを把握し、その抱える課題を適宜解

決していくため、必要な相談支援を行うこと。その際、避難所内に相談ス

ペースを設置するなど、実施方法を検討すること。  

⑥ 避難所等における環境整備 

ア 要配慮者の良好な生活環境を確保するため、生活スペースや車いすの

通路の確保、段差の解消、トイレ環境の改善、こどものリフレッシュの

ためのキッズスペースや乳幼児を抱える母親に対する授乳スペースの

設置等がなされていない場合には、「避難所運営等避難生活支援のため

のガイドライン」（令和６年 12 月内閣府（防災担当））を参考に、避難

所や社会福祉施設等における要配慮者に必要な環境整備を行うよう管

理者等へ要請すること。なお、福祉避難所の開設に向けた支援が必要な

場合にも同様に必要な環境整備を行うよう助言すること。  

イ 災害時には感染症による感染拡大のリスクが高まることから、感染症

等対策においては、災害時感染制御支援チーム（DICT）等の保健医療分

野のチーム等と連携を取りつつ、避難所や社会福祉施設等内への手指消

毒液や体温測定器の設置、定期的な換気の実施等必要な環境整備に配慮
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すること。派遣されたチームにおいては、チーム員各自がマスク・手袋

等を着用するとともに、要配慮者に対する感染症予防に向けた注意喚起

等に配慮すること。 

⑦ 本部、都道府県との連絡調整、状況等の報告  

被災市町村において避難所、在宅等及び社会福祉施設等その他地域で解

決が困難な福祉ニーズがある場合等には、本部を通じて、都道府県災害対

策本部に対応を依頼するなど、必要な連絡調整を行うこと。  

また、定期的に本部に対して、活動の実施状況について報告を行うこと。 

特に、事務職が派遣されている場合には、連絡調整等の役割を積極的に

担うこと。 

⑧ 後続のチームへの引継ぎ 

後続のチームがある場合には、アセスメントの結果や必要な支援内容等

について、適切に引継ぎを行うこと。 

⑨ 被災市区町村や避難所等の管理者等との連携  

チームの活動に当たっては、被災市町村災害対策本部や避難所等の管理

者等から活動内容の承認を得るなど、当該市区町村等と十分に連携を図る

こと。 

⑩ 他職種との連携 

チームは、要配慮者のアセスメント等に係る負担にも配慮し、保健医療

関係者が保有する情報と、チームの保有する情報等とを共有するため、避

難所等における情報共有のための会議への参加又は当該避難所等の管理

者等と協議の上、開催の呼びかけを行うこと。  

⑪ 被災地域の社会福祉施設等との連携 

被災地域の自立性を尊重する観点から、当該地域における社会福祉施設

等との連携、協働を可能な限り積極的に図ること。 

 

５．市区町村の責務について 

市区町村は、平時から、地域住民及び社会福祉施設等に対し、指定避難所の

所在や機能等について、積極的に周知を図るとともに、必要な物品の確保等速

やかに避難所を運営できる体制を整えること。この際、都道府県は、管内市区



 

14 

 

町村のこうした取組を把握しつつ、その状況に応じ、助言その他の必要な支援

を行うこと。 

また、要配慮者に対する支援を適切に行う観点から、都道府県を中心に構成

されるネットワークに積極的に関わりを持ちつつ、３の（３）の⑦に規定する

研修・訓練への参加や市区町村が行う防災訓練へのチームの招聘、情報の提供

等連携して取り組むこと。 

さらに、災害発生時においては、避難所、在宅等及び社会福祉施設等その他

地域の状況を適切に把握し、福祉支援の必要性が認められた場合には、ネット

ワークを介して必要な支援の要請を行うこと。特に被災市区町村にあっては、

本部や各種支援団体と緊密に連携し、チームが避難所、在宅等及び社会福祉施

設等その他地域において円滑に活動できるよう、関係者との橋渡しを行うなど

必要な調整等を行うこと。 

 

６．その他の留意事項について  

（１）保健医療分野を含めた一体的な支援体制の整備等  

本ガイドラインは、まずは福祉・介護分野を中心とした都道府県内のネッ

トワークを整備し、保健医療分野における支援体制と連携して、必要な福祉

支援を行うことを想定しているが、当初の段階から保健医療分野を含めた一

体的な支援体制の整備を行う方法も考えられること。  

その際、連名通知を踏まえ、整備を進めていくことも考えられること。  

また、本ガイドラインによる全ての機能を同時に整備することが難しい場

合には、機能ごとに優先順位を付けて段階的に整備を進めていくことも考え

られること。 

 

（２）後継事業への引継ぎ 

被害の状況によっては、予算事業としての被災高齢者等把握事業や被災者

見守り・相談支援事業による支援へ移行することも想定される。このため、

チームの派遣を終了する際には、都道府県及び市区町村に情報を引き継ぎ、

後継事業が効果的に実施できるよう配慮すること。  
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（３）広域的な災害の場合の取扱い 

甚大な被害をもたらす局地的な災害や広域的な災害の場合、単独の都道府

県では対応が困難な場合も想定される。  

このため、災害福祉支援ネットワーク中央センター（以下「中央センター」

という。）が開催する会議等の場を活用し、都道府県内の体制整備に加え、

隣接する都道府県等とも連携の上、ブロック単位で非被災都道府県に対する

チーム派遣要請の仕組みづくりを含む体制整備も併せて進めていくことが

望ましいこと。 

なお、必要な場合には、厚生労働省が中央センターと連携し、広域的な調

整を行うこととしているが、まずは中央センターあて相談されたい。  

その際、厚生労働省、中央センターとしても、災害の状況や被災地域のニ

ーズ把握を行うため、都道府県のチームに同行するなど必要な協力をお願い

する場合がある。 

加えて、被災都道府県が甚大な被害により、非被災都道府県に対するチー

ム派遣要請を行うことができない場合であって、厚生労働省として把握して

いる情報から緊急的にチーム派遣が必要であると判断した場合は、被災都道

府県に替わって一時的に厚生労働省から被災都道府県に対するチーム派遣

要請を行う場合がある。 

 

（４）被災した社会福祉施設等の事業継続 

本ガイドラインによる支援に加え、被災した社会福祉施設等が適切に事業

継続を行えるような体制整備も併せて重要である。  

災害時であっても最低限のサービス提供が維持できるよう、緊急時の人員

の招集方法や飲料水、食料、冷暖房設備や空調設備等の稼働用燃料の確保策

等について、あらかじめ事業継続計画を策定するなど、各施設等基準を踏ま

えつつ、個々の社会福祉施設等における取組についても、ネットワークの整

備と併せて推進すること。 

また、災害発生時において一時的に人員が不足するような場合に備え、各

社会福祉施設等関係団体による支援や社会福祉施設等を運営する法人間で

相互に人員を融通する協定を締結するなど、法人間の相互支援体制を構築す
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ることも必要であることから、これらについて、ネットワークの場を活用し、

その具体的な方法等について併せて検討するとことも有効であること。  

さらに、都道府県においては、災害発生時における社会福祉施設等の被害

状況等を迅速に把握し、厚生労働省、管内市町村とも共有して被災施設等へ

の迅速かつ適切な支援をつなげる必要があることから、災害時情報共有シス

テムの活用を推進すること。 

 

（５）「災害福祉支援ネットワーク構築推進等事業」の活用  

都道府県による本ガイドラインを踏まえた取組に係る費用のうち、災害時

のチームの活動費用を除き、ネットワークの運営に係る費用等については、

「災害福祉支援ネットワーク構築推進等事業」（生活困窮者就労準備支援事

業費等補助金のメニュー事業）の補助対象となるので、これを活用されたい

こと。 


